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表の見方

表示欄 表示 内 容
事業№ ①

(丸数字
の表示)

スタートアップ事業と位置づけるもので平成１
６年度中に事業に着手し、年度内に完了する事業
を表しています。

構想 ○ 構想に位置づけられている事業を表しています。
→ 以前から継続していることを表しています。実施予定期間の着手

年度 － 実施の対象としないことを表しています。
→ 今後も継続していくことを表しています。
－ 実施の対象としないことを表しています。

実施予定期間の完了
年度

短期
（中期）

※

事業内容について、市民や関係事業者と協議を行
い、その結果をもとに具体的な事業内容や実施時
期を決定するもの。短期などの時期の表示は、構
想で示された時期を参考として表示しています。

進捗率 平成１７年度末時点の進捗状況を表しています。

特 記

○視覚障害者誘導用ブロックの改良・設置事業

視覚障害者誘導用ブロックを必要とする箇所等を明確にするため、

関係機関や関係市民と視覚障害者誘導用ブロックの設置基準等につい

ての検討を平成１６年度に開始し、この結果に基づき、事業を実施す

ることとします。このため、事業着手年度は今後具体的にすることと

し、実施予定期間の完了年度は、現段階では参考として基本構想の目

標とする整備時期を載せています。

○駅前広場における道路特定事業

市内の多くの駅前広場について、鉄道所管課と所沢市それぞれの所

有及び管理に区分されている現状です。

市全体の駅前広場についての整備基準を平成１７年度に所沢市が関

係所管課と調整を図りながら作成した後、それぞれの駅前広場におけ

る事業内容や実施時期について関係市民や鉄道所管課等と協議を行い、

それぞれの管理地について同時期に事業を実施することとします。こ

のため、事業着手年度は今後具体的にすることとし、実施予定期間の

完了年度は、現段階では参考として基本構想の目標とする整備時期を

載せています。
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